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聯 事務の共臓 について

孝iる

- ｢共同実施｣は21世紀の

学校事務を拓くカギ-

｢学校事務情報センター｣構想私が､学校

事務の ｢共同処理｣のアイデアについて初め

て耳にしたのは､平成4年度から始まった本県

の ｢21世紀をめざす学校事務開発事業｣の

3年次にあたる平成6年度のこと､本事業の

中心テーマである ｢学校事務改善案Jの作成と ｢学校事務職員の研小知

輔u整｢共同実施｣辛
やってみようではありませんか

宮崎県延岡市立東小学校渡 辺 斉 己 (わたなべ.tL,み) 備案｣の作成

の仕事が､最終報告に向けてほほその全尉

象を整えつつある頃であったOこの二つの

改善案のうち前者は､県教委から任意団体で

ある宮崎県公立小中学校事務研究会に研究委

託され､後者は､研修小委月会(県教委､県

立学校､小中学校代表各2名で構成)で原案

作成することとなり､県教委自体は｢学校事務改

善委具合 ｣(県教委､市町村教育長､校長

会､事務所の代表で構成)の運営にあたる他は､

研究団体や′J､委具合の研究を見守

るという基本的姿勢であった｡しかし､当

時､県教委は､一方で､東京､大阪などに盛んに研

究視察を行い､｢21事業｣の一環として今



ついて独自の研究を進めており､その過程で､

･一定地域内の学校事務職員10名程度が兼務す

る形で ｢事務情報センター｣を組織し､学校

事務の組織的運営を行う一種の ｢共同実施｣

構想について着想を得､その施策化を図って

いるようであった｡私自身は､この構想を初

めて耳にしたとき､その思いもよらぬ斬新な

着想に新鮮な驚きを感じるとともに

､これが現行教育委員会制度のデッドロック

状態を解きほぐす手がかりとなるやもしれぬ

その ｢実践的｣可能性について高く評価する

と同時に､これと現行の教育委月会制

度とをどのようにマッチングさせていくかが

今後の課題となるであろうと考えた｡県

教委の方では､この構想の具体化に向けて､その後集中的に作業を進め､関係機関と

の折衝も行ったようであるが､最終的には国庫負担制度とのか

らみ (事務センターに勤務する間の給与の国

庫負担がはずれること)や､これが全国にも

例のない大胆な構想であったため

に時期尚早であるとの判断も働いて､結局､

見送りとなったということであった｡ただ

､この構想は､先に述べた ｢研修小委員会｣における ｢学校事務職員の研巾妻絹櫛｣整

備案｣の

作成の最終段階で､学校研修の中の実務研修

の実施方法を模索していたとき､小中学校の

場合は単数配置が普通であり､学校単位でO

JTを行うことは不可能であることから､ほ

ぼ中学校区単位にグノレープ組織を作って実務



こととしたことを例にあげて説明し､これを､

学校設置者である市町村教育委員会と学校事

務職員の協働体制を確立する方策として活用

できないかと､提案したのであるっ

この､仝事研の学校事務のブロック構想に

ついては､神奈川県の ｢中学隆ブロック事務

組織秦｣との関連 性が指摘されている｡(｢学

校にいてこそ欄 艶員｣児島義徳 r学校

事務j1998.8)この神奈川県の ｢プロッタ構

想｣とは､｢横浜市教組事務職員部が1996年5

月以来､学校事務職員の職務､給与､組織の

あり方に関する ｢検討委具合｣答申の中で､

｢国庫負担通用除外｣の情勢にからんで提起

したもの｣であったD

これは､中学校区を基礎に4名から6名程

度のプロッタを作り､各ブロックに1名の7

級事務主幹 (国8級)を置くことを基本に､

事務主幹の権限の整備や事務長補職名の導入､

プロッタOJTの実施､県立学校･教育委貞

会事務局との人事交流の実施､また､採用試

験のあり方としては､県立学位･教委事務局

を含めた教育事務職月採用試験をめざす等､

学校事務職員の任用制度のあり方も視野に入

れた大胆な提起となっていた｡

こうした ｢事務センター｣構想や ｢ブロッ

ク｣構想は､確かにその基本的なアイデアは

同じであり､全事研の場合はこれを職能団体

の立場から､神奈川県の場合はこれを職員団

体の立場から政策化したものということがで

きるt,先に紹介した本県の ｢学校事務情報セ

ンター｣構想は､県教委が教育行政施策とし

て立案したものであり､そのオリジナリティ

の詮索は措くとしても､私は､こうした類似

の学校事務 ｢共同実施｣構想が､ほぼ同時に

発生したということは大変興味深いことだと

思っている｡

おそらく､こうしたアイデアの出てきた背

景には､地方行財政の深刻化に伴う､学校事

務職農の処遇の確保とそのための組織作りと

いう課題があったのではないかと思う｡そう

した客観情勢の変化の中で､こうした状況に

対応し､同時に､長年の学校事務職員の職務

確立の課題の解決を図ろうとする努力が､学

校事務職員の職務諭の本格展開と学校事務の

組織化- ｢共同実施｣のアイデアに結びつい

たのではないかと思うO

｢共同実施｣の成立条件

この ｢共同実施｣構想は､全事折の問題提

起を契機として､全国的に議論されるように

なる｡私自身は､これが実際にうまく機能す

るためには､教育委員会との権限関係の調整

や事務の再配分ということもさることながら､

まずは､学鮫における事務組織の確立と市町

村費事務職兵を含めた事務職員の複数貞己置を

基本とする配置基準の策定が､その必須の条

件となるであろうと考えたD

幸い宮崎の場合は､｢21事業｣によって｢事

務処理規程｣に基づく｢事務主任｣制度の発

足が予定されており､市町村費事務職月につ

いても､こうした学校事務機能の高まりを受

けて､その適正配置を要求できると考えてい

たから､この件について意見を述べる機会が

あるときには､必ず､｢事務主任｣制度との



整創生を確保すること及び ｢共同実施｣の

基本的性格を学校事務に対する指導 ･助言､

支援 ･援助システム

とすることについて繰 り返した｡従って､全事研の ｢ブロック構想｣が提超

された時も､現行教育委員会制度との整合

性を視野に置いて､その設置の意義を､現

行教育委員会の学校経営管理機能を補完する

ものとして位置づけるべきこと､とりわけ､

これが､学校事務職月の所属意識を学校と ｢事務センター｣の間で引き裂 くものとならないよ

う､あくまで､学校勤務を基本とする勤務形

態とすべきことを説いたのである｡この

点､宮崎は ｢事務処理規程｣を県内全市町村

において制定 し､全学校に ｢指定事務｣(｢事務主任｣が司るべき事務の範囲)の

絵括的責任者としての ｢事務主任｣の職を設

置することとなっていたの

で＼この制度的基盤の上に､安心して学校事

務の ｢共同実施｣の可能性を追求できると

考えたDつまり､全事研の ｢ブロック化構

想｣への誤解.一一事務職員を ｢事務センタ

ー｣に引き上げるのかというよう

な-を防止するためにも､宮崎の実践は大きな意義を

有すると考えたのである,｢中教審｣答

申までの ｢共同実施｣の議論の経過■

こうした学校事務の ｢プロッタ構

想｣については､1997年9月
19日に発表された文部省の ｢2

1世紀に向けた地方教育行政の在 り方に関する調査研究協力者会議｣の ｢論点整理｣ に

おいて､次のように触れられていた07 学校



フが必要となり､また､予算編成事務

など学校の判断により処理することが

必要となる事務の増大が予想される｡

また児童生徒数の減少により学校の小

規模化が進行している状況も考え合わ

せると､学校の行う活動に係る事務や

業務を全て校内で実施､処理すること

としてこれに必要な組織を整備すると

いう従来の考え方を見直し､上言己3)の

敏男以外の専門性を有するものの活用

も含め､事務や業務の共同実施を行う

ための方策について検討が必要である｡

そして､この ｢中教審｣の最終答申では次

のようになった｡

第3章 学校の自主性 ･自律性の確保につい

て

5 学校の事務 ･業務の効率化

(学校事務 ･業務の共同実施)

ク 学枚の規模や実態に応じて､学校事

務を効率的に執行する観点から､特定

の学校に複数の事務職貫を集中的に配

置して複数校を兼務させることや学校

の事務を共同実施するセンター的組織

を設置すること等により､学校事務 ･

業務の共同実施を推進するための方策

を検討することO-

｢論点整理｣では､学校の判断によって処

理する事が必要となる事務の増大に対応する

ための一方策として､学校事務の集中処理を

検討するとしていたが､｢中間報告｣では､学

校事務の ｢共同実施｣が必要となるもうーっ

の理由として､児童生徒数の減少により学級

の小規模化の進行-教職員定数の減少をあげ

ている｡

そして､｢最終答申｣では､｢共同実施｣の

観点を ｢学校の規模や実態に応じて､学校事

務を効率的に執行すること｣に置き､その方

策として､｢特定の学校に複数の事務職月を

集中的に配置して複数校を兼務させることや

学校の事務を共同実施するセンター的組織を

設置すること等｣を提言したのである｡

この ｢最終答申｣における ｢共同実施｣の

考え方を裏から見ると､｢今日の公立小中学

校における定数配置の実態は､学校事務を効

率的に執行するものとはなっていない｣とい

うことであり､今後の定数配置のあり方とし

ては､｢特定の学校に複数の事務職月を集中

的に配置して複数校を兼務させること｣や､

｢学校の事務を共同実施するセンター的組織

を設置すること｣も検討すべきであるといっ

ているのである｡

こうした考え方の中には､一つには､児童

生徒数の減少に伴う学級の小規模化の進行で

複数配置基準を満たす学校がほとんどなくな

り､大半の学校が単数配置となっている現状

から､従来の ｢全校配置｣を見直すという考

え方と､もう一つは､学院事務を単位学校で

完結する組織とせず､一定の規模での学校事

務の ｢共同実施｣のための組織を作ることで､

その効率的運営や機能強化を図るという､こ

の二つの考え方が含まれていると見ることが

できる｡

この前者の考え方については､私は､｢義務



標準法｣における県費負担事務職具の定数配

置基準 (小学校26学級､中学校20学級以

下小･中学鮫3学級の3/4まで1名配置)

そのものに無理があると考えているから､当

然､出てきてよい考え方であると思う｡また

､後者についても､大半の学校が1名配置であ

り､学校事務の組織的運営が不可能になって

いる公立小中学校の現状を考慮すると､これ

もまた､大切な考え方であると思う｡問題

は､こうした考え方はわかるとしても､その

ための方策-特定の学校に複数の事務職月を集中配置し複数

校を兼務することや､学校事務を｢共同実施

｣する｢センター的組織｣を設けること等-が

､本当に ｢学校事務の効率的猟 に寄与するも

のとなるかどうかという点である｡こ

の疑問点にどう答えていくかということが､

今日求められているのではないかと思う｡

i潤鮮 論｣及び ｢定数論｣なき ｢共同軌

への不安私 ま先に､宮崎においてこの ｢

共同実施｣構想を論じるに際して､その成立

条件として､学校における事務組織の確立と

市町村費事務職具を含めた適正配置基準の策

定が必須であると考え

たことを紹介した｡つまり､宮崎の場合は ｢事

務処理規程｣によって学校における事務処理

体制は法制的にもほぼ確立したから､あとは

､市町村費事務職員も含めた事務職月の定数

配置基準を策定し､安定した事務室スタッフを確保することで＼｢共同実施｣ による学

校事務の組織化と共同支援体制の確立をはか

る必要があると考えたのである｡ところが､先に見



がある面ではまた､校内組織､学校の管理運

営という･面で大きな障害にもなっている｣と

問題点を指摘している｡

つまり､全国市町村教育委員会連合会も､

明らかに､｢共同実施｣構想を､｢学校の自主

性 ･自律性の確立｣という方向と矛盾するも

のととらえ､かつ､事務職員の定数にも関わ

る問題であるとして､その整合性に疑問を呈

しているのである｡一方､全日本中学校長会

は､今日の ｢学鮫閉鎖職｣としての公立小中

学校事務職月のありようについて､これが｢行

政の何たるかを知らない｣ことについて､学

校の管理運営上の大きな問題となっていると

指摘しているのであるC

ということは､もし､｢共同実施｣の考え方

が､｢学校の自主性 ･自律性の確立｣に矛盾

せず､学校事務の効率的運営に寄与すると同

時に､学校事務職員に､行政職としての経験

や訓練を行う制度的基盤を提供するものであ

ることが実証されるならば､地方教育行政当

局や校長会等も､学校事務の ｢共同実施｣に

反対する理由はなくなると考えられるのでは

ないかO

長 三

務機能と｢共同実施｣機能の

｢共同実施Jの考え方が誤解を招くもう一

つの原因として､次のような点を指摘できる｡

それは､この ｢共同実施｣はあくまで学校事

務の延長であり､一定地域内の事務職月が共

同して行うものであるから､そのために､学

校単位に営む学校事務機能と､｢共同実施｣

による学校事務機能の区別が､必ずしも明ら

かではないということであるD

確かに､この両者の職務機能は､広義には

学校事務に含まれるとしても､狭義には､前

者は直接学校運営に責任を負うものであり､

その事務運営上の主休性が確保される必要か

あるD一方､後者は､前者の事務運営の一層

の効率化を目指して､共同で処理しうるもの

は共同で処理し､また､単位学校事務に対す

る適切な指導 ･助言､支援 ･援助を行うこと

により､その安定性の確保と専門性の向上を

図ることを目的とするものであり､独自の

リーダーシップを発揮すべきものである｡

ところが､本県においても､この ｢共同実

施｣のあり方について､この両者の職務機能

を区別せず､一定地域内の学枚の事務職長全

点が､その地域内の全ての学校を兼務し､集

団としての地域内の学校経営に責任を持つと

いったようなイメージでこの ｢共同実施｣の

在り方を主張する意見が根強く存在している｡

しかし､私は､このような､単位学鮫にお

ける学校事務機能と一定地域内の ｢共同実

施｣機能とを区別しない意見は､今日の学校

配置を基本とする学校事務職員の定数規定を

なし崩しにしてしまうおそれがあると思う｡

最悪の場合は､｢共同実施｣組織に集中配置

する事で､全体的な定数削減を招くことにも

なりかねないOまた､学校における事務基盤

が失われることによって ｢共同実施｣の意義

そのものもあいまいになる可能性がある｡

では､｢共同実施｣組織は一体どのような



業務を担当すべきであろうか｡まず､学校の

自主的 ･自律的運営に直接関わらない県費関係の

事務のうち､共同処理した方がより効率的であ

る事務､たとえば諸手当認定事務とか旅費計算書の審査等｡また

､学校事務の計画的運営や効率的運営を行う

ための業務､例えば､月や週の事務計画の打

ち合わせや各専門事務分野の分担､そして単

位学校事務運営についての指導 ･助言､支援 ･

援助､そしてO∫T等々｡｢共同

実施｣組織の編成 ･運営方法について次

に ｢共同処理｣組織の規模についてであるが

､宮崎のように小規模町村を多く抱える県におい

てはほぼ町村ごとの設置となろうO市の場合は､

いくつかのブロックに分かれることになるD宮崎では現在ほ

ぼ中学校区単位にグループ研修組織が76設置さ

れているが､これは､近隣の学校の事務職員5

-7名程度で編成したものである｡この

グノレープ研修組織は現在月に半日程度の実務

研修を行っているが､これを ｢共同実施｣組

織とするなら､週に半日程度は合同して業務に

当たることが必要となろうOもちろん､

各校の事務職異が ｢共同実施｣組織の業務を分担する場合は､｢共同実

施｣組織に出勤して他の事務職員と一緒に事務処

理する場合もでてくるであろうが､分担した

業務を本務校で処理することもできるn大

切なことは､勤務の中心は本務枚とするとい

うことで､定期的に ｢共同実施｣組織での打ち 合わせや共同事務処理をした後は､本務校

で勤務



く業務が分担できるようにすべきであり､こ

のことは当然のことながら ｢事務主任｣の発

令についても､一定の要件を満たせば､市町

村費事務職員にも発令可能とすべきであるO

これらのことが実現するならば､公立小中

学校においても､小学校5学級以上､中学鮫

2学級以上に1名から3名の正規職員を配置

することが可能となる (資料 1)｡現実的に

は､臨時職月の採用も多く見られ､地方交付

税の積算に見合う予算の確保がなされるなら

ば､事務職月の全校配置も十分可能であるo

つまり､このような二つの条件整備につい

てはっきりとした展望を示すことができれば､

｢共同実施｣に対する危慎一学校事務職月の

引き上げや単位学校事務の機肯tlLi低下さらに事

務職員の定数削減といったこと-を払拭する

ことができるのである｡その上で､従来､属

人的な処理に任されてきた公立小中学校の事

務の改善に向けて､｢共同実施｣の可能性を

多様な角度から追求して行くことができる｡

｢共同実施｣は現行教育委員会制度の補充

システム

率直にいって､この ｢共同実施｣構想は､

今回のように ｢中教審｣答申等権威ある審議

会で濃言されぬ限りは､決して日の目を見る

ことのない､いわば制度外の ｢令外の官｣と

でもいうべき改革構想なのであるOその証拠

に､現行制度において当局の立場にあるどの

機関も､この構想に対して積極的な賛意を表

してはいないし､それだけに､この構想を現

行制度上どのようにその意義付けを図ってい

(かということが､塩めて重要になる｡

｢共同実施｣構想の意義とは､私は､公立

小中学校事務の ｢共同組織化｣をめざすもの

と理解している｡なぜ､このような ｢共同組

織化｣が公立小中学校事務に必要かといえば､

公立小中学校の組織運営が､従来の教員によ

る属人的運営から組織的運営に切り替わって

いく中で､学鮫事務だけが､属人的事務処理

を続けていくことは不可能だからである｡と

いうより､学院事務こそが､こうした学校運

営の組織的運営の推進主体となるべきだから

である｡

もちろん､こうした公立小中学校の組織的

運営をリー ドする組撤母体は､いうまでもな

く市町村教育委兵舎であるが､残念ながら､

現在の市町村教育委員会はそういった役割を

担うに足る条件を備えていない｡これが､今

回の ｢中教審｣の ｢今後の地方教育行政のあ

り方について｣の論議の中で､市町村教育委

員会の学校に対する支援 ･援助機能ばかりが

強調され､肝心の教育委具合の ｢学校経営｣

における主体的役割が問題とされない所以で

ある｡

考えてみれば､教育委員会事務局の事務は

学鮫事務の延長とみなすべきであり､逆の言

い方をすれば､学校事務は教育委具合の学校

経営事務の延長というべきなのであるOとこ

ろが､こうした学校事務の本来の在りようが､

現行教育委具合制度の中では全く機能せず､

つまり､両方の組織が職長制度上 ｢赤の他

人｣の関係に置かれているため､こうした本

来の機能が没却させられているのである｡



学校事務職員の ｢人事交流｣や今回の ｢共同実施｣をめぐる議論の中で､｢学校にいて

こそ学校事務職月｣という言い方で､｢共同

実施｣を批判する人たちがいるが､これらの人

たちは､要するに､以上述べたような現行教

育委員会制度の現状を､そのまま追認してい

るだけなのである

Oというのは､もし､公立小中学校事務が

市町村費事務職点によって担われているとした

ら､そうした批判がなされることはまずないと

考えられるからである｡では､｢共同実施｣は

こうした現状にある現行の教育委員会制度に

対して､どのような効果を発揮できるであろうか

O私は､この組織の積極的な活用によって､

今後､｢学校経営｣に対する支援 ･援助機

能が期待される市町村教育委員会の活性化に向けて

､学校事務と教育委員会事務を連結する効果

を期待できると思う｡日本人の ｢ムラの論理｣

からいって､一定の限界はあると思うが､一

歩前進である事は間違いない｡今回の ｢中教審｣

答申の中では､教育委員会の設置単位 として

､｢広域連合｣での設置を可能とするよう

関係法規を改正すべきことが提言されているC

こうした教育行政単位の広域化の提言は､今

日の教育行政制度改革の基調となっていて､おそらく､こうし



私としては､今回の任用制度改革の目的は､

あくまで ｢学校事務及び教育行政の活性化｣

であり (このことについては職員団体と当局

との間で重ねて確認している)､今後の人事

異動においては､′｣､中､県立､教育委具合事

務局間の人事交流を中心として､知事部局と

の交流は､対等交流を基本として行うべきこ

とを主張してきた｡

しかし､実際にふたを開けてみると､例年

より十数名ほど多く採用されたはずの ｢一般

行政｣採用者で教育委員会に採用された者は

なく､その分は知事部局からの転入者で埋め

られることとなり､もし､今後こうした交流

が一般化するとすれば､県教育委員会の ｢教

職員｣たる事務職員についての任命権は､知

事部局の人事課に吸収されることになるので

はないかと危供される｡

莫際､教育委員会の管理系の役職ポストは､

次第に一時的に教育委員会に出向してくる知

事部局職員によって占められる傾向にあり､

現段階では､これもやむを得ない事情もある

わけだが､できるだけ速やかに､学校事務の

経験を教育行政職員としてのキャリアに組み

入れる必要があると痛感させられたO

私は､本県において､学校事務が行政職と

して一般部局にも職域が開かれたことは､学

校事務職員の能力や個性を生かす上で､大変

よかったと思っている｡しかし､同時に､学

校事務がこのように開かれた職務となること

が､学校事務職月の ｢教職貞｣としてのモラ

ルや専門性を低下させる結果となるなら､大

変残念というほかはないI

本稿において､主張したとおり､私は､今

後の ｢学校経営｣機能の高まりの中で､学院

事務職員の果たすべき役割は､決して小さく

はないと思っているので､なんとか､こうし

た面で学校事務職員が学校経営の活性化に貢

献できるよう､その職能開発も含めて､教育

界が一体となって取り組んでほしいと思って

いるのである｡

しかし､現実は､現行制度の基本構造が変

わらぬ中での従来の制度慣行の改革は､既得

権益も絡んで途方もなく粍しく､こういう時

代こそ､新しい時代の創造に向けたリーダー

シップの発揮と､そのための ｢実践の場｣が

必要だと思われた｡

｢共同実施｣は､その意味において､この

ような新しい時代を拓くための ｢実践の場｣

となる可能性があるD私は､そこにおいて､

学校事務の専門性やモラルを聞いたしこと思う

し､さらに進んで､教育委具合のあり方も問

いたいと思うのであるO

私は､この貴重な ｢実践の場｣となるであ

ろう学校事務の ｢共同実施｣が､文部省の審

議機関である ｢中教審｣において提言された

ことの意義は､極めて大きいと思うし､ここ

まで話を進められた関係者の努力に対して､

心から感謝を申し上げたいと思うO

学校事務職員諸氏におかれては､旧来の既

得権や習慣に固執することなく､後に続く後

輩たちのために､人間の個性に対して開かれ

た､魅力ある学校事務の創造に向けてがん

ばっていただきたいと思う｡｢共同実施｣!ひ

とつ､やってみようではありませんかO
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